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特別警報は、大規模な災害の発生が切迫していることをお知らせする新しい警報です。
普段からの備えと早め早めの行動があなたや身近な人の命を守ります。

・「特別警報が発表されない」は「災害が発生しない」ではありません。
・これまでどおり注意報、警報、その他の気象情報を活用し、早めの行動をとることが大切です。
・普段から避難場所や避難経路を確認しておきましょう。 

（＊気象庁ホームページより一部記事を抜粋）

気象情報（特別警報）

特別警報の発表基準

大津波警報などを特別警報に位置づけます

災害から身を守るために（大雨の場合）
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『防災は、一人ひとりの備えから』
　大洲市では、平成３０年７月豪雨 ( 平成３０年７月７日 ) において、４名の尊い命が失われ、住
家、事業所など４，０００棟を超える浸水、損壊被害が発生しました。
　また、全国的にも、東日本大震災 ( 平成２３年３月１１日 ) や熊本地震 ( 平成２８年４月１４日 )
などが発生し、多くの大切な人命が失われる被害が出ています。
　災害から市民の皆様の生命、身体及び財産を守り、被害をできるだけ少なくするためには、行
政機関による防災対策 ( 公助 ) だけではなく、市民の皆様一人ひとりが自ら取り組む ( 自助 )、地
域や身近にいる人同士で取り組む ( 共助 ) が重要となります。
　災害は、いつどこで起こるかわかりません。
　日頃から、災害に備え、自分の家の安全対策や災害時に出される情報収集の方法を理解してお
くとともに、河川洪水、地震や津波などに遭遇したとき、身の守り方を知っておく必要があります。
また、身の安全を確保して生き延びていくためには、飲料水や食料などを備蓄しておく必要があ
ります。
　この度、市民防災読本「統合型防災マップ」を作成しましたので、家族で話し合う機会を設け、
地域で連携のとれる自主防災組織の活動を行い、災害に備えていただき、各家庭や地域での防災
対策にご活用ください。

平成 31 年　大洲市
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水害対策

×

避難情報

避難準備・高齢者等避難開始

避難指示（緊急）

災害情報の入手方法

市役所では、皆さんの生命に危険が及ぶと判断した場合、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」を
発令し、皆さんに避難を促します。避難勧告などを発令するときは、様々な状況を総合的に判断して発令します。

肱川、矢落川のそれぞれの洪水避難区域、土砂災害警戒区域に対して、市役所が設定している基準に達した場合に避難準備・高齢者等避難開
始、避難勧告、避難指示（緊急）を発令します。

大きな地震に伴って、多くの家屋が崩壊し、その後の余震により家屋が倒壊のおそれがあるとき、又は火災が発生して延焼が大規模に拡大す
るおそれがあるときに避難勧告、避難指示（緊急）を発令します。
また、地震の震度と指定避難所を開設する基準は、次のとおりです。

※早め早めの行動で、自主避難する場合は、最寄の公民館・支所に連絡してください。

・原則、一部の指定避難所を開設します。震度5弱、5強

震度6弱以上 ・原則、全ての指定避難所を開設します。

あらかじめ登録いただいた方に大洲市が災害情報等を送信するサービ

スです。災害情報等とは、主に河川の増水時等において、防災行政無線

や広報車で放送する『避難準備・高齢者等避難開始』などの情報です｡

あらかじめ登録設定した地域の河川の水位や降雨量が基準値を超過し

た場合のほか、県が管理するダムの放流情報などを、皆さんがお使いの

携帯電話やスマートフォン、パソコンにメール配信するサービスです。

1.携帯電話またはパソコンからozubosai@yb74.asp.cuenote.jpへ空メールを送信します。
2.返信された登録用返信メールへ氏名等必要事項を入力し、送信して登録完了。大洲市災害情報メール

情報配信の種類

えひめ 河川メール
携帯電話またはパソコンから
●登録サイト▶http://www.kasenalarm.pref.ehime.jp
QRコード

※左記ＱＲコードより送信先メールアドレスを読み込むことができます。

登録方法 配信情報

※直ちに、指定避難所の開設に努めますが、時間のかかる場合があります。また、指定避難所に大きな被害が出ている場合は開設しない場合があります。

・避難勧告を行った地域のうち、避難の機会をのがした人は避難する。
・洪水、土砂災害から、避難の機会をのがした人は屋内で安全確保をする。

・避難所へ避難を開始する。

大雨により肱川の水位が高くなったり、土砂災害警戒情報が発表された場合、浸水や土砂災害の危険が高まっている地域に対して、
市災害対策本部が避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）を発令します。
その際には、避難に関する発令の種類（準備・勧告・指示）・対象地区・開設する避難所をお知らせしていますので、確認いただき、
避難行動を取ってください。

＊防災行政無線の放送内容が確認できます。
放送終了後、放送順に８件分の内容が録音されています。確認したい内容に合わせ、ダイヤルボタンの「♯」
を押した後、「番号」を押して操作を行ってください

フリーダイヤル　０１２０（００）８８６３ （通話無料）
内　　容 電話の操作

最新の放送を聞く。
聞いている放送より一つ前の放送を聞く。
聞いている放送の冒頭に戻る。
聞いている放送より一つ後の放送を聞く。
最新の放送に戻る。

０１２０（００）８８６３をダイヤル
「♯」押し→「３」押し
「♯」押し→「２」押し
「♯」押し→「１」押し
「♯」押し→「０」押し

防災行政無線の放送をフリーダイヤルで聞くことができます!
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水害対策

×
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地震発生！そんなときどうする？土砂災害対策
土砂災害警戒情報が発表されていなくても、多量の雨が降り続き、ふだんと異なる状況「土砂災害
の前兆」に気付いた場合には、直ちに周りの人と安全な場所へ避難するとともに、市役所や消防な
どに連絡してください。日ごろから避難場所や避難経路を確認しておくことも重要です。

急傾斜地崩壊（がけ崩れ）危険箇所：傾斜の角度が30度以上で高さが5ｍ以上の「がけ（斜面）」において、大雨や長雨などにより雨水が地面にしみこみ、緩
んだ斜面が突然崩れ落ちるおそれのある箇所

土石流危険渓流：山や谷（渓流）の土、石、木などが、大雨などによる水と一緒になって、すごい勢いで流れ下るおそれのある箇所
地すべり危険箇所：雨や雪どけ水が地下にしみこみ、水の力によって持ち上げられた地面（斜面）が広い範囲にわたりゆっくりと動き出すおそれのある箇所

◆自分の住んでいるところの危険箇所を地図で確認しましょう！
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地震発生！そんなときどうする？
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速やかに119番通報を。

火災警報器（煙感知器）の設置義務化
消防法により、住宅火災による死傷者を無くすため、住宅用火災警報器
の設置が義務付けられています。

火災警報器の設置場所

警報器
（煙感知器）

津波警報・注意報

津波に関する情報

木造家屋が全壊・流失し、人は
津波による流れに巻き込まれる。

標高の低いところでは津波が襲い、
浸水被害が発生する。人は津波に
よる流れに巻き込まれる。

海の中では人は速い流れに巻き
込まれる。養殖いかだが流失し
小型船舶が転覆する。　

海の中にいる人は、ただちに海から上がって、海岸から離れ
てください。津波注意報が解除されるまで海に入ったり海
岸に近付いたりしないでください。

予想される津波の高さ
とるべき行動 想定される被害数値での発表

（発表基準）
巨大地震の
場合の表現

10ｍ超（10m＜高さ）

10ｍ (5m＜高さ≦10m)

5ｍ (3m＜高さ≦5m)

3ｍ (1m＜高さ≦3m)

1ｍ (20cm≦高さ≦1m)

巨大

高い

（表記しない）

ここなら安心と思わず、
より高い場所を目指して避難しましょう！津 波 警 報

津波注意報

大津波警報

津 波 警 報

津波注意報

大津波警報

気象庁は、津波による災害の発生が予想される場合には、地震発生後、約３分で大津波
警報、津波警報または津波注意報を発表します。その後「予想される津波の高さ」、
「津波の到達予想時刻」等の情報を発表します。

●巨大地震の場合は、正しい地震の規模をすぐには把握できないため、その海域における
　最大級の津波を想定して、 大津波警報や津波警報を発表します。
　これにより、津波の高さを小さく予想することを防ぎます。

●高い津波が来る前は、津波の高さを「観測中」として発表します。

●沖合で観測された津波の情報をいち早く伝えます。

※津波警報等の発表時には、各区分の高い方の値を、予想される津波の高さとして発表します。

「巨大」という言葉を使った大津波警報で、非常事態であることを伝えます

予想される津波の高さを、1m、3m、5m、10m、10m超の５段階で発表します

「巨大」という言葉を見たり聞いたりしたら、東日本大震災クラ
スの津波が来ると思って、ただちにより高い場所に避難しましょ
う！

「津波の高さ」は津波がない場合の海面からの高さです。津
波が 陸上で崖 などを駆け上った高さは、津波の高さの何倍
にも達することがあります。

マグニチュード8を超えるような巨大地震の場合

正確な地震の規模が分かった場合

●このとき、最初の津波警報では、予想される津波の高さを、「巨大」、「高い」という言葉で
　発表して非常事態であることを伝えます。

津波警報の発表後、沖合や沿岸の観測点で観測した津波の高さや到達時刻を発表
します

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど
安全な場所へ避難してください。津波は繰り返し襲ってくる
ので、津波警報が解除されるまで安全な場所から離れない
でください。

（※気象庁ホームページより大部分を抜粋）

津波から命を守るためには、「強い揺れ、弱くてもゆっくりとした長い揺れを感じた
ら」・・・すぐに避難！！「揺れが無くても津波警報を見聞きしたら」・・・すぐに避難！！

津波警報・注意報の分類と、とるべき行動

津波対策

津波は繰り返し襲ってきます。
必ずしも第一波が最大とは限りま
せん。少なくとも津波警報が解除
されるまで警戒が必要です。

陸上に遡上した津波も早いので、
津波を見てからでは逃げられませ
ん。

水深が浅くなるほど、津波の高さ
　　　　　　は高くなります。
　　　　　　またV字型の湾では
　　　　　　急激に高くなります。

避難の際にはご近所にも声をかけ
あい、地域で協力し合う避難を
心がけましょう。！

津波注意報でも、海辺や川べりに
は近づかないよう
にしましょう。

お年寄りや体の不自由な方などの
避難に協力しましょう。
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原子力災害対策
原子力災害とは、原子力施設の事故等により、大量の放射性物質が放出され、周辺地域の住民の方々に被害を与えること
を指しています。
放射線は目に見えない、臭わないため、放射線の強さ・拡散範囲・汚染の有無などが分かりません。そのため、どのように
行動すればよいのか自分で判断ができないので、国・県・市等からの正確な情報に基づき、冷静・沈着・確実に行動してください。

災害が発生したら
状況に応じて「避難」または「屋内退避」の指示が国・県・市等から出されますので、防災行政
無線、テレビ、ラジオ等の情報伝達手段から事故の状況、注意事項などの必要な情報を速や
かに正確にお知らせします。「うわさ」や憶測に惑わされないで、市や県の情報に基づいて、落
ち着いて行動してください。

屋内退避の指示が出されたら
すぐに、自宅などの屋内に入り外に出ないでください。（屋内に退避することにより、放射線の
影響を少なくすることができます。国・県・市等の指示の内容をよく確認し、指示に従い、落ち
着いて冷静に行動してください。）

避難の指示が出されたら
避難の指示は、予防的に早めに出されるものなので、あわてずに準備を行い、落ち着いて冷静
に行動してください。また、指示の内容をよく確認し、指示された場所に集合してください。

ミリシーベルト
（mSv）

10000 10

1
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1000

100

10

1
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0.01

グレイ
（Gy） 自然放射線 人工放射線 障害

■放射線被ばくの早見表

全身

骨ずい

全身

眼の水晶体
0.5～613.2mSv
イラン／ラムサール、大地
からの自然放射線（年間）

5.2～32.3mSv
インド／ケララ、
チェンナイ、大地からの
自然放射線（年間）

2.1mSv（日本）
2.4mSv（世界）

1人あたりの自然放射線
（年間、平均）

0.11～0.16mSv
東京～ニューヨーク（往復）
（高度による宇宙線の増加）

0.01mSv程度
歯科撮影

0.06mSv
胸のX線集団検診／1回

3mSv程度
胃のX線検診／1回

2～10mSv
PET検査／1回

2.4～12.9mSv
CT／1回

0.1～6.2Gy
心臓カテーテル
（皮ふ線量）

12～60Gy
がん治療
（治療部位のみの線量）

7～10Gy
100%死亡

2～6Gy
不妊

3～5Gy
50%死亡

3～5Gy
一時的脱毛

0.5～2Gy
白濁

0.5Gy
造血系の
機能低下

1000mSv
発がん
リスクが
10％増加

100mSv以下
被ばくによる発がんリスク
に統計的な差はない

全身

生殖腺

全身

皮ふ

〈1人あたりの自然放射線の内訳〉

ミリシーベルト
／年

宇宙から 大地から 食物からラドンなどの吸入

0.4 0.5 0.31.2
0.3

2.4（世界）
2.1（日本） 0.3 1.00.5

※各部位に均等にガンマ線1Gyの吸収線量を
全身に受けた場合、実効線量1000mSvに相
当するものとして表記

※空気中吸収線量率から実効線量への換算には
0.7Sv/Gyを使用

出典：UNSCEAR 2008年報告書
ICRP Publication 103, 2007
（公財）原子力安全研究協会
「新版生活環境放射線（2011年）」などより作成
した「原子力総合パンフレット2015」より引用
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ライフライン関係機関

四国電力(株)大洲営業所

NTT西日本-四国

大洲市役所水道課

0120-410795 

0120-019000

24-3753

電話番号名　　称

行政機関連絡先

大洲市役所

大洲市役所長浜支所

大洲市役所肱川支所

大洲市役所河辺支所

大洲消防署

＊火災・災害の問い合わせ

大洲消防署長浜支署

大洲消防署川上支署

大洲警察署

国土交通省大洲河川国道事務所

愛媛県南予地方局大洲土木事務所

24-2111

52-1111

34-2311

39-2111

24-0119

24-7000

52-0119

34-2851

25-1111

24-5185

24-5121

電話番号名　　称

緊急避難場所・指定避難所
緊急避難場所

指定避難所

緊急避難場所・指定避難所一覧表
（平成30年1月1日現在）
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緊急避難場所・指定避難所一覧表
（平成30年1月1日現在）

＊掲載頁について 　緊急避難場所・指定避難所が広域図と詳細図に重複している場合は詳細図の頁番号を記載しています。

№ 施　設　名 電話番号 掲載頁 指定 
避難所

緊急避
難場所

福祉
避難所

1 肱南公民館 24-3161 32、34 ○
2 大洲市民会館 24-4105 32、34 ○
3 大洲小学校 24-2532 32、34 ○ ○
4 大洲南中学校 24-2211 32、34 ○ ○
5 大洲高等学校 24-4115 32、34 ○ ○
6 特別養護老人ホームとみす寮 23-0210 32、34 ○ ○
7 久米公民館 23-3527 34 ○
8 久米小学校 24-2312 34 ○ ○
9 社会教育センター 24-6302 32、35 ○

10 防災センター 59-1451 32 ○
11 総合体育館 24-6255 32 ○
12 喜多小学校 24-4565 32 ○ ○
13 総合福祉センター 23-0294 32 ○ ○
14 大洲農業高等学校 24-3101 32 ○ ○
15 大洲隣保館 24-6100 32、35 ○
16 大洲北中学校 24-2227 32、35 ○ ○
17 肱北公民館五郎分館 24-3563 32 ○
18 平公民館 25-1131 33 ○
19 平小学校 25-3558 33 ○ ○
20 徳森児童センター 25-4735 33 ○ ○
21 平野公民館 24-2431 34 ○
22 大洲市体育センター 23-5524 34 ○
23 平野小学校 24-2326 23 ○ ○
24 平野中学校 24-3309 34 ○ ○
25 平野公民館平地上分館 22 ○
26 南久米公民館 24-2208 34 ○
27 国立大洲青少年交流の家 24-5175 34 ○ ○
28 南久米体育館 23、24 ○ ○
29 菅田公民館 25-2901 33 ○
30 菅田小学校 25-2909 33 ○ ○
31 肱東中学校 25-2910 33 ○ ○
32 大川公民館 27-0200 25、26、28 ○
33 旧大成小学校 25、26、28 ○ ○
34 大洲市基幹集落センター 27-0522 25 ○
35 旧蔵川小学校 25 ○ ○
36 柳沢公民館 25-2400 17 ○
37 旧柳沢小学校 17 ○ ○
38 旧田処小学校 17 ○ ○
39 農村活性化センター 25-1266 17 ○
40 新谷公民館 25-0024 21 ○
41 新谷小学校 25-0803 21 ○ ○
42 新谷中学校 25-0056 21 ○ ○
43 大洲福祉会館 25-0947 21 ○
44 帝京第五高等学校 25-0511 21 ○ ○
45 新谷公民館喜多山分館 25-0196 21 ○
46 三善公民館 26-0120 20 ○
47 三善小学校 26-0047 20 ○ ○
48 八多喜公民館 26-0145 20 ○
49 粟津小学校 26-0140 20 ○ ○
50 大洲東中学校 26-0046 20 ○ ○
51 上須戒公民館 26-0146 19 ○
52 旧上須戒小学校 19 ○ ○
53 長浜体育館 52-1111 15、40 ○
54 長浜ふれあい会館 52-1210 15、40 ○
55 長浜保健センター 52-3055 15、40 ○ ○
56 長浜スポーツセンター 52-2712 15、40 ○ ○

№ 施　設　名 電話番号 掲載頁 指定 
避難所

緊急避
難場所

福祉
避難所

57 長浜高等学校 52-1251 15、40 ○ ○
58 長浜中学校 52-0303 15、40 ○ ○
59 長浜小学校 52-0073 15、40 ○ ○
60 青島コミュニティセンター 52-2933 14、40 ○
61 長浜しおさい館 52-0423 16、40 ○
62 今坊集会所 16、40 ○
63 旧喜多灘小学校 15、16 ○ ○
64 沖浦公民館 52-0530 15、40 ○
65 長浜高齢者コミュニティセンター 52-2892 15、40 ○
66 櫛生福祉センター 53-0101 14、18、40 ○
67 旧櫛生小学校 14、18 ○ ○
68 出海公民館 53-0013 18 ○
69 旧出海小学校 18 ○ ○
70 大和公民館 52-2831 15、41 ○
71 旧大和小学校 15、41 ○ ○
72 豊茂公民館 57-0303 19 ○
73 旧豊茂小学校 19 ○ ○
74 白滝公民館 54-0301 16 ○
75 白滝小学校 54-0302 15、16 ○ ○
76 白滝公民館柴分館 20 ○
77 柴体育館 20 ○
78 養護老人ホームさくら苑 59-7010 15 ○ ○
79 旧戒川小学校 16 ○ ○
80 肱川公民館 34-2307 26、28 ○
81 肱川小学校 34-2160 26、28 ○ ○
82 肱川中学校 34-2003 26、28 ○ ○
83 肱川農業者トレーニングセンター 26、28 ○
84 正山自治センター 34-3116 26、28 ○
85 旧正山小学校 26、28 ○ ○
86 大谷自治センター 34-2133 28 ○
87 旧大谷小学校 28 ○ ○
88 岩谷自治センター 34-2974 27、29、30 ○
89 旧岩谷小学校 27、29、30 ○ ○
90 予子林自治センター 34-2203 29 ○
91 旧予子林小学校 29 ○ ○
92 中津集会所 29 ○ ○
93 肱川風の博物館・歌麿館 34-2181 27、29 ○
94 特別養護老人ホームかわかみ荘 34-2655 27、29、30 ○
95 肱川保健センター 34-2340 26、28 ○ ○
96 河辺老人福祉センター 39-2222 27、29、30 ○ ○
97 河辺小学校 39-2016 27、30 ○ ○
98 河辺農業構造改善センター 39-2810 27、30 ○ ○
99 河辺中学校 39-2524 30 ○ ○

100 河辺ふるさとの宿 39-2211 31 ○ ○
101 河辺地域活性化センター 39-2812 31 ○ ○
102 城山公園 32、34 ○
103 冨士山公園 32、35 ○
104 大洲家族旅行村 23-2384 32、35 ○
105 徳森公園 25-1131 33 ○
106 八幡浜・大洲地区運動公園 23-5524 34 ○
107 森林公園 34 ○
108 新谷公園 21 ○
109 稲荷山公園 21 ○
110 鹿野川園地 26、28 ○
111 高砂運動場 26、28 ○
112 大駄馬ふれあい広場 29 ○

緊急避難場所 災害が差し迫った状況や発災時において居住者・滞在者等が緊急的に避難し、身の安全を確保することができる場所
指 定 避 難 所 発災時に円滑な救援活動を実施し、被災者が一定期間滞在する場として避難者に提供することができるようあらかじめ指定している施設
福 祉 避 難 所 一般の避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮者が、要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備した施設
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